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公布された規則のあらまし

◇国営土地改良事業特別徴収金徴収条例施行規則の新設について

１ 規則の新設理由

国営土地改良事業特別徴収金徴収条例（以下「条例」という。）の施行に伴い、その施行に関し必要な事項

を定める。

２ 規則の概要

(１) 趣旨 この規則は、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(２) 特別徴収金 総合事務所長は、国営土地改良事業（以下「国営事業」という。）の工事完了公

徴収限度額等の 告があったときは、当該国営事業の施行に係る地域（以下単に「地域」という。）

通知 を地区とする土地改良区並びに当該地域を所管する市町村長及び農業委員会に対し、

次に掲げる事項その他必要な事項を通知するものとする。

ア 当該公告があったこと及び地域内にある土地につき条例の規定が適用されるこ

と。

イ 特別徴収金の徴収限度額

(３) 特別徴収金 特別徴収金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、特別徴収金減免（徴収

の減免又は徴収 猶予）申請書を総合事務所長に提出しなければならない。

猶予の申請

(４) 施行期日 この規則は、公布の日から施行する。

◇鳥取県景観形成条例施行規則の全部改正について

１ 規則の改正理由

鳥取県景観形成条例の全部が改正され、景観法に基づく制度への移行、景観支障物件に対する措置制度の創

設等が行われたことに伴い、景観計画区域内における行為の届出書の様式及びその添付書類、措置申立てに係

る手続等を定める。

２ 規則の概要

(１) 題名

規則の題名を、鳥取県景観形成規則（現行 鳥取県景観形成条例施行規則）に改める。

(２) 景観計画の策定に関する事項

景観計画を定めようとするときに開催する公聴会について、開催公告、運営方法、記録その他の手続等を

定める。

(３) 行為の規制等に係る事項

ア 景観計画区域内での行為の届出書の様式、その他の添付図書等を定める。

イ 原状回復等を行う職員の身分証明書の様式を定める。

ウ 必要な措置をとる旨の勧告等に従わないときに行う公表について、公表する事項は、当該勧告等を受け

た者の住所、氏名等とする。

エ 必要な措置をとる旨の勧告等に従わない旨の公表等をしようとするときの意見の陳述は、知事が口頭で

行うことを認めたときを除き、書面の提出によることを原則とする。

オ エの知事が口頭で行うことを認めたときは口頭陳述会を設定することとし、口頭陳述会における意見陳

述の方法、運営方法、記録その他の手続等を定める。
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カ 景観計画区域内での行為の届出を行った者等が設置する標識の様式等を定める。

(４) 景観支障物件に関する事項

ア 景観支障物件に対する措置申立て（以下「措置申立て」という。）をすることができる者は、当該支障

物件から75メートルに居住する者等とする。

イ 措置申立ては、景観支障物件の所在地等を記載した文書により行う。

ウ 措置申立てに必要な周辺住民等の数は、周辺住民等の総数の３分の２の数とする。

エ 景観支障物件に対する措置要請に従わないときに行う公表について、公表する事項は、当該要請を受け

た者の住所、氏名等とする。

オ 景観支障物件の立入調査を行う職員の身分証明書の様式を定める。

(５) 鳥取県景観審議会の地域部会に関する事項

鳥取県景観審議会に設置する地域部会の名称及び所管区域を定める。

(６) 施行期日等

ア 施行期日は、平成19年10月１日から施行する(４)を除き、公布の日とする。

イ (３)は、景観形成区域内での届出行為のうち、平成19年10月１日以後に着手するものについて適用し、

同日前に着手するものについては、なお従前の例による。
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規 則

国営土地改良事業特別徴収金徴収条例施行規則をここに公布する。

平成19年３月16日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県規則第６号

国営土地改良事業特別徴収金徴収条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、国営土地改良事業特別徴収金徴収条例（平成19年鳥取県条例第11号。以下「条例」という。）

の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

（特別徴収金徴収限度額等の通知）

第２条 総合事務所長（鳥取県事務処理権限規則（平成８年鳥取県規則第32号）第６条第１項の規定により知事

の権限に属する事務の委任を受けた鳥取県総合事務所設置条例（平成15年鳥取県条例第40号）第３条に規定す

る総合事務所長をいう。以下同じ。）は、条例別表に定める国営土地改良事業（以下「国営事業」という。）

の工事の完了につき土地改良法（昭和24年法律第195号）第113条の２第３項の規定による公告（農林水産大臣

が、当該土地を含む一定の地域について当該国営事業によって受ける利益のすべてが発生したと認めてその旨

を公告したときは、当該公告。以下「公告」という。）があったときは、次に掲げる事項その他必要な事項を、

当該国営事業の施行に係る地域（以下単に「地域」という。）の全部又は一部を地区とする土地改良区並びに

当該地域を所管する市町村長及び農業委員会に通知するものとする。

(１) 公告があったこと及び地域内にある土地につき条例の規定が適用されること。

(２) 条例第３条第３号中「特別徴収金の徴収に係る土地の面積」を10アール、「政令第53条の11第２項にお

いて準用する同条第１項の規定に基づき農林水産大臣が定める割合」を１として、同条の規定により算定さ

れた特別徴収金の徴収限度額

（特別徴収金の減免又は徴収猶予の申請）

第３条 条例第４条の規定により特別徴収金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、特別徴収金減免（徴

収猶予）申請書（別記様式）を総合事務所長に提出しなければならない。

２ 総合事務所長は、特別徴収金の減免又は徴収の猶予をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式（第３条関係）

特別徴収金減免（徴収猶予）申請書

年 月 日

職氏名 様

申請者 郵便番号

住所
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（法人その他の団体にあっては、事業所又は事務所の所在地）

氏名 ㊞

（法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名）

連絡先（電話番号）自宅

勤務先

下記のとおり特別徴収金の減免（徴収猶予）を受けたいので、申請します。

記

１ 減免（徴収の猶予）を受けようとする特別徴収金の額等

特別徴収金の 減免（徴収猶予）を受 減免（徴収猶予）を

事 業 名 額（10ａ当た けようとする土地の面 受けようとする特別 備 考

り） 積 徴収金の額

注 備考欄には、徴収猶予の場合にあっては、徴収猶予期間を記入すること。

２ 減免（徴収猶予）を受けようとする理由及び参考となる資料

注 氏名を自署する場合には、押印を省略することができる。

平成19年３月16日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第30号
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 鳥取県景観形成規則をここに公布する。 

 

  平成 19 年３月 16 日 

鳥取県知事 片 山 善 博   

 

鳥取県規則第７号 

鳥取県景観形成規則 

 

鳥取県景観形成条例施行規則（平成５年鳥取県規則第 56 号）の全部を改正する。 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、景観法（平成 16 年法律第 110 号。以下「法」という。）、景観法施行規則（平成 16 年国土

交通省令第 100 号。以下「省令」という。）及び鳥取県景観形成条例（平成 19 年鳥取県条例第 14 号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（公聴会の開催公告等） 

第２条 知事は、法第９条第１項の規定により同項の公聴会（以下「公聴会」という。）を開催しようとするとき

は、その開催の日の３週間前までに、公聴会の日時及び場所、公聴会において意見を聴こうとする案件（以下

「公聴案件」という。）その他公聴会の開催に関し必要な事項を公告するものとする。 

２ 公聴会に出席して公聴案件について意見を述べようとする者は、公聴会の開催の日の 10 日前までに、住所、

氏名及び意見の要旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。 

３ 知事は、前項の規定により書面を提出した者及び公聴案件について意見を聴く必要があると認める者のうち

から、公聴会において意見を述べる者（以下「公述人」という。）を選定し、その旨を公述人に通知するものと

する。 

（公聴会の開催） 

第３条 公聴会に議長を置き、職員のうちから知事があらかじめ指名した者をもって充てる。 

２ 議長は、公聴会を主宰する。 

３ 公聴会においては、議長が許可した者でなければ発言することができない。 

４ 公述人の発言は、公聴案件以外のことについて行ってはならない。 

５ 公述人が前項の規定に違反し、又は不穏当な言動をしたときは、議長は、その発言をやめさせ、又は退場さ

せることができる。 

６ 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、不穏当な言動をした者を退場させること

ができる。 

（公聴会の記録） 

第４条 議長は、公聴会の終了後速やかに、公聴会の経過に関する重要な事項を記載した記録を作成し、これに

署名の上、押印しなければならない。 

２ 議長は、公聴会の結果について、前項の規定により作成した記録を添えて知事に報告しなければならない。 

（行為の届出書類） 

第５条 省令第１条第１項及び条例第 12 条第１項本文の届出書は、様式第１号によるものとする。 

２ 省令第１条第１項の届出書に添付する図書及び条例第 12 条第１項本文の規則で定める図書は、別表第１に定

める図書とする。 

３ 第１項の届出書の提出部数は、正本１部及び副本１部（行為が行われる土地の区域が２以上の市町村の区域
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にわたるものである場合にあっては、正本１部及び当該市町村の数の副本）とする。 

（原状回復等を行う職員の身分証明書） 

第６条 法第 17 条第８項に規定する身分を示す証明書は、様式第２号によるものとする。 

（勧告等に係る公表） 

第７条 条例第 17 条第１項前段の規定による公表は、次に掲げる事項について行う。 

(１) 勧告又は協議を受けた者の住所及び氏名（法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地並びに

名称及び代表者の氏名） 

 (２) 勧告又は協議に係る行為の場所及び内容 

 (３) 勧告又は協議をした措置の内容 

（勧告等を受けた者の意見陳述） 

第８条 条例第 17 条第１項後段、第 22 条第２項又は第 24 条第２項後段の規定による意見の陳述は、総合事務所

長（鳥取県事務処理権限規則（平成８年鳥取県規則第 32 号）第６条第１項の規定により知事の権限に属する事

務の委任を受けた鳥取県総合事務所設置条例（平成 15 年鳥取県条例第 40 号）第３条に規定する総合事務所長

をいう。以下同じ。）が口頭で行うことを認めた場合を除き、意見を記載した書面を提出して行うものとする。 

（口頭陳述会の設定） 

第９条 総合事務所長は、前条の規定により意見の陳述を口頭で行うことを認めた場合は、当該陳述の場（以下

「口頭陳述会」という。）を設定するものとする。 

２ 口頭陳述会に議長を置き、職員のうちから総合事務所長があらかじめ指名した者をもって充てる。 

３ 議長は、口頭陳述会を主宰する。 

４ 口頭陳述会は、口頭審問により、非公開で行う。ただし、当該陳述を行う者（以下「口頭陳述者」という。）

が同意したときは、公開で行うものとする。 

５ 口頭陳述会においては、議長が許可した者でなければ発言することができない。 

６ 議長は、口頭陳述会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、不穏当な言動をした者を退場させる

ことができる。 

（口頭陳述会の代理人の出席等） 

第 10 条 口頭陳述者は、自らに代わって、あらかじめ総合事務所長に届け出た代理人に意見を述べさせることが

できる。 

２ 口頭陳述者又はその代理人は、あらかじめ総合事務所長の許可を受けて、口頭陳述会に補佐人を出席させる

ことができる。 

３ 口頭陳述者は、あらかじめ総合事務所長に届け出た証人又は参考人を口頭陳述会に出席させ、証言又は参考

意見の陳述を行わせることができる。この場合において、総合事務所長は、必要があると認めたときは、証人

又は参考人の数を制限することができる。 

（口頭陳述会の記録） 

第 11 条 議長は、口頭陳述会の終了後速やかに、口頭陳述会の経過に関する重要な事項を記載した記録を作成し、

これに署名の上、押印しなければならない。 

２ 議長は、口頭陳述会の結果について、前項の規定により作成した記録を添えて総合事務所長に報告しなけれ

ばならない。 

（標識） 

第 12 条 条例第 19 条の規定による標識の設置は、様式第３号の標識を設置して行うものとする。 

２ 条例第 19 条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(１) 行為を実施する区域 
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(２) 行為の内容 

(３) 行為の着手予定日及び完了予定日 

(４) 法第 16 条第１項の規定による届出又は同条第５項後段の通知をした日 

(５) 条例第 18 条の規定による通知があった日及びその通知番号 

（景観支障物件からの距離） 

第 13 条 条例第 21 条第１項の規則で定める距離は、75 メートルとする。 

（措置申立ての方法等） 

第 14 条 条例第 21 条第１項の規定による申立ては、次に掲げる事項を記載した文書により行うものとする。 

 (１) 条例第 21 条第１項に規定する景観支障物件（以下「景観支障物件」という。）の所在地、使用及び管理

の状況並びに所有者等（景観支障物件を所有し、又は管理する者をいう。以下同じ。） 

 (２) 地域における景観形成の目標 

 (３) 景観支障物件により生じている景観形成上及び生活環境保全上の支障の内容 

 (４) 所有者等に行わせようとする支障の除去のための措置 

（申立てに必要な周辺住民等の数） 

第 15 条 条例第 21 条第２項の規則で定める数は、同条第１項に規定する周辺住民等の総数の３分の２の数とす

る。 

（措置要請の方法） 

第 16 条 条例第 24 条第１項の規定による要請は、その趣旨及び内容を明示した文書により行うものとする。 

（景観支障物件に係る公表） 

第 17 条 条例第 24 条第２項前段の規定による公表は、次に掲げる事項について行う。 

(１) 要請を受けた者の住所及び氏名（法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び

代表者の氏名） 

 (２) 要請に係る物件の所在地及び現状 

 (３) 要請した措置の内容 

（景観支障物件の立入調査を行う職員の身分証明書） 

第 18 条 条例第 25 条第２項に規定する身分を示す証明書は、様式第４号によるものとする。 

（地域部会の設置） 

第 19 条 条例第 31 条第１項の規定により、別表第２に掲げる名称及び所管区域の地域部会を設置する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の鳥取県景観形成規則（以下「新規則」という。）第13

条から第18条までの規定は、平成19年10月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 新規則第５条から第12条までの規定は、法第16条第１項各号に掲げる行為のうち、平成19年10月１日以後に

着手するものについて適用し、同日前に着手するものについては、なお従前の例による。 
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別表第１（第５条関係） 

図    書 
行為の種類 

種類 規格 図書に記載する内容 

景観形成基準に対

する配慮状況等 

別に告示で定める様式 鳥取県景観計画に定める景観形成基準に対す

る配慮の状況及び配慮した内容を示すもの 

周辺見取図 縮尺2,500分の１以上 １ 方位 

２ 道路 

３ 目標となる地物 

４ 行為の位置 

配置図 縮尺100分の１以上 １ 方位 

２ 敷地の形状及び寸法 

３ 届出に係る建築物又は工作物と既存の建

築物又は工作物の位置関係 

４ 隣接する道路の位置及び幅員 

５ 樹木等を植栽するときにあっては、当該樹

木等の位置、種類、高さ及び本数 

６ 外構施設の位置、材料及び面積 

７ 現況写真の撮影位置及び撮影方向 

立面図 縮尺50分の１以上 １ 各面の方位及び寸法 

２ 開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状

３ 壁面及び屋根の仕上げ材料及び色彩（色見

本等により具体的に示したもの。） 

法第16条第１項第

１号に掲げる行為

又は同項第２号に

掲げる行為 

現況写真等 右欄の１は、カラー写

真。同欄の２は、フォト

モンタージュ、コンピュ

ータグラフィック等 

１ 行為の場所及びその周辺の状況 

２ 行為後の状況 

景観形成基準に対

する配慮状況等 

別に告示で定める様式 鳥取県景観計画に定める景観形成基準に対す

る配慮の状況及び配慮した内容を示すもの 

周辺見取図 縮尺2,500分の１以上 １ 方位 

２ 道路 

３ 目標となる地物 

４ 行為の位置 

現況図 縮尺2,500分の１以上 １ 方位 

２ 行為の区域 

３ 周辺の土地利用の現況及び地形 

４ 隣接する道路の位置及び幅員 

５ 断面図に係る断面の位置及び方向 

６ 現況写真の撮影位置及び撮影方向 

法第16条第１項第

３号に掲げる行為

及び条例第13条第

１号に掲げる行為 

土地利用計画図 縮尺2,500分の１以上 １ 方位 

２ 行為後に設置する施設等の位置、種類及び

規模 

３ 行為後における植栽等の位置、種類及び規

模 

４ 行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び

規模 
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断面図 縮尺100分の１以上 行為の前後における行為の場所の縦断面及び

横断面 

現況写真等 右欄の１は、カラー写

真。同欄の２は、フォト

モンタージュ、コンピュ

ータグラフィック等 

１ 行為の場所及びその周辺の状況 

２ 行為後の状況 

景観形成基準に対

する配慮状況等 

別に告示で定める様式 鳥取県景観計画に定める景観形成基準に対す

る配慮の状況及び配慮した内容を示すもの 

周辺見取図 縮尺50,000分の１以上 １ 方位 

２ 道路 

３ 目標となる地物 

４ 行為の位置 

伐採計画図 縮尺5,000分の１以上 １ 方位 

２ 行為の区域 

３ 周辺の土地利用の現況及び地形 

４ 伐採する木竹の種類、高さ、本数及び面積

５ 隣接する道路の位置及び幅員 

６ 現況写真の撮影位置及び撮影方向 

土地利用計画図 縮尺1,000分の１以上 １ 方位 

２ 行為後に設置する施設等の位置、種類及び

規模 

３ 行為後における植栽等の位置、種類及び規

模 

条例第13条第２号

に掲げる行為 

現況写真等 右欄の１は、カラー写

真。同欄の２は、フォト

モンタージュ、コンピュ

ータグラフィック等 

１ 行為の場所及びその周辺の状況 

２ 行為後の状況 

景観形成基準に対

する配慮状況等 

別に告示で定める様式 鳥取県景観計画に定める景観形成基準に対す

る配慮の状況及び配慮した内容を示すもの 

周辺見取図 縮尺2,500分の１以上 １ 方位 

２ 道路 

３ 目標となる地物 

４ 行為の位置 

５ 周辺の土地利用の現況及び地形 

配置図 縮尺200分の１以上 １ 方位 

２ 敷地の形状及び寸法 

３ 集積又は貯蔵の位置、高さ及び面積 

４ 遮へい物の位置、種類、構造及び規模 

５ 隣接する道路の位置及び幅員 

６ 現況写真の撮影位置及び撮影方向 

条例第13条第３号

に掲げる行為 

現況写真等 右欄の１は、カラー写

真。同欄の２は、フォト

モンタージュ、コンピュ

ータグラフィック等 

１ 行為の場所及びその周辺の状況 

２ 行為後の状況 
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景観形成基準に対

する配慮状況等 

別に告示で定める様式 鳥取県景観計画に定める景観形成基準に対す

る配慮の状況及び配慮した内容を示すもの 

周辺見取図 縮尺2,500分の１以上 １ 方位 

２ 道路 

３ 目標となる地物 

４ 行為の位置 

５ 周辺の土地利用の現況及び地形 

配置図 縮尺200分の１以上 １ 方位 

２ 敷地の形状及び寸法 

３ 現況写真の撮影位置及び撮影方向 

立面図 縮尺50分の１以上 １ 照射面の方位及び寸法 

２ 照射位置及び角度 

３ 照明の種類 

条例第 13 条第４

号に掲げる行為 

現況写真等 右欄の１は、カラー写

真。同欄の２は、フォト

モンタージュ、コンピュ

ータグラフィック等 

１ 行為の場所及びその周辺の状況 

２ 行為後の状況 

備考 行為の規模が大きいため図書の規格の欄に定める縮尺の図面によっては適切に表示できない場合は、当

該規模に応じて、総合事務所長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。 

    

別表第２（第 19 条関係） 

名   称 所 管 区 域 

鳥取県景観審議会東部地域部会 岩美郡及び八頭郡 

鳥取県景観審議会中部地域部会 東伯郡 

鳥取県景観審議会西部地域部会 境港市、西伯郡及び日野郡 

 



  平成 19 年３月 16 日 金曜日     鳥 取 県 公 報              号外第 30 号   

 - 12 -  

様式第１号（第５条関係） 

景観計画区域内における行為の(□変更)届出書 

住 所

（法人その他の

団体にあっては、

主たる事務所の

所在地） 

  

氏 名

（法人その他の

団体にあっては、

名称及び代表者

の氏名） 

 

 

○印 

   年  月  日 

 

  職   氏 名    様 

届 
 

出 
 

者 

電 話 (     )  ― 

 景観法第16条第１項（第２項）の規定により、次のとおり届け出ます。 

地域の名称 景観形成重点区域（              ）・その他の景観計画区域 

行為の場所  

行為の期間 着 手 予 定 日  年 月 日 完 了 予 定 日  年 月 日 

内 容 及 び 用 途 

内容（新築・増築・改築・移転・外観の変更（修繕・模様替・色彩

変更）） 

用途（                       ） 

区 分 届 出 部 分 既 存 部 分 合 計 

敷 地 面 積 ㎡ ㎡ ㎡

建 築 面 積 ㎡ ㎡ ㎡

延 べ 床 面 積 ㎡ ㎡ ㎡

外観変更面積 ㎡ ㎡ ㎡

最 高 の 高 さ ｍ ｍ 

屋根    仕上げ材

料 外壁    

屋根    
色 彩 

外壁    

建築物の 

建築等 

構 造  

内 容 及 び 用 途 

内容（新築・増築・改築・移転・外観の変更（修繕・模様替・色彩

変更）） 

用途（                         ） 

種  類 高 さ 及 び 築 造 面 積 構 造 色   彩 

 

行

為

の

種

類 

 

 

 

 

工作物の 

建設等  
高さ       ｍ 

面積       ㎡ 
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高さ       ｍ 

面積       ㎡ 
  

 
高さ       ｍ 

面積       ㎡ 
  

目 的  種 類  

面 積 のり面又は擁壁の高さ及び長さ 

開発行為及び土

地の開墾、土石

の採取、鉱物の

掘採その他の土

地の形質の変更
㎡ 

高さ            ｍ 

長さ            ｍ 

目 的 伐 採 種 別 樹 種 平 均 樹 齢 

    

平 均 樹 高 伐 採 本 数 伐 採 面 積 

木竹の

伐採 

        ｍ                  本                     ㎡ 

物 件 の 種 類 高 さ 及 び 面 積 屋外における土

石、廃棄物、再

生資源その他の

物件の堆
たい

積 

 
高さ            ｍ 

面積            ㎡ 

照 射 対 象 の 種 類 照 射 対 象 の 高 さ 
特  定

照  明            ｍ 

その他の参

考事項 
 

住 所  
 届出内容の

照会先 氏名（法人にあっては、名称

及び担当者の氏名） 
 

電 

話 

（     ）

   － 

委 

任 

 

             氏名      

私は、上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。 

 

記 

景観法第16条第１項又は第２項の規定による届出に係る一切の権限   

 

年  月  日 

（委任者） 

住所 

氏名                ○印 

          （受任者） 

              住所 

              氏名                ○印 

※審査機関

処理欄 
県受理年月日 

着手制限期間の短

縮通知年月日 
勧 告 等 年 月 日 
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勧  告  

公  表    

変更等の命令  

［記入上の注意］ 

１ 景観法第16条第２項に規定する届出の場合、本届出書の題名の□にレを記入してください。 

２ 「届出者」欄の氏名（法人その他の団体にあっては、代表者の氏名）を自署する場合には、押印を省略

することができます。 

３ 「地域の名称」欄の括弧書きには、鳥取県景観計画に定められた地域の名称を記入してください。 

４ 建築物又は工作物の移転の場合、「行為の場所」欄には移転後の場所を記入し、その後に移転前の場所

を括弧書きで記入してください。 

５ 「内容及び用途」欄の「内容」は、該当する事項を○で囲んでください。 

６ 「建築物の建築等」欄の「既存部分」は、建築物の増築又は改築の場合に記入してください。 

７ 「建築物の建築等」欄の「仕上げ材料」には、表面仕上げの材料名を詳しく記入してください。 

８ 「建築物の建築等」欄の「構造」には、木造、鉄筋コンクリート造等の別を記入してください。 

  ９ 工作物の増築、改築又は外観の変更の場合は、「工作物の建築等」欄に、これらの行為に係る部分の面積

等を記入し、その後に既存部分の面積等を括弧書きで記入してください。 

10 「工作物の建設等」欄の「高さ」には、地盤面から当該工作物の上端までの高さ（避雷針を除く。）を

記入してください。 

11 「建築物の建築等」欄及び「工作物の建設等」欄の「色彩」には、日本工業規格のＺ8721（色の表示方

法－三属性による表示）に規定する色相、明度又は彩度を記入してください。 

12 「木竹の伐採」欄の「伐採種別」には、皆伐又は択伐の別を記入してください。 

13 「開発行為及び土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更」欄の「種類」には、

土石の採取又は鉱物の掘採である場合に、採取又は掘採する主たる岩石、鉱物等の種類を記入してくださ

い。 

14 「特定照明」欄の「照射対象の種類」には、照射対象となる建築物又は工作物の種類を具体的に記入し

てください。 

15 「届出内容の照会先」欄は、設計者、施行者等届出者以外の者への照会を希望する場合に記入してくだ

さい。届出に係る照会以外に、鳥取県景観形成条例第18条に規定する着手制限期間の短縮通知の受領等、

本届出に係る事務について代理人を指定する場合には、「委任」欄に記入してください。 

16 この届出に係る行為が他の法令により行政庁の許認可等を要する場合は、「その他の参考事項」欄にそ

の旨を記入してください。 

17 変更の届出の場合は、変更に係る事項の欄には変更後のものを記入し、その後に変更前のものを括弧内

に朱書きで記入してください。 

18 ※印の欄は、記入しないでください。 
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様式第２号（第６条関係） 

（表面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

（裏面） 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景観法（抜粋） 
（変更命令等） 
第17条 景観行政団体の長は、良好な景観の形成のために必要があると
認めるときは、特定届出対象行為（略）について、景観計画に定めら
れた建築物又は工作物の形態意匠の制限に適合しないものをしよ
うとする者又はした者に対し、当該制限に適合させるため必要な限度
において、当該行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとること
を命ずることができる。（略） 

７ 景観行政団体の長は、第1項の規定の施行に必要な限度において、
同項の規定により必要な措置をとることを命ぜられた者に対し、当該
措置の実施状況その他必要な事項において報告をさせ、又は景観行政
団体の職員に、当該建築物の敷地若しくは当該工作物の存する土地に
立ち入り、特定届出対象行為の実施状況を検査させ、若しくは特定届
出対象行為が景観に及ぼす影響を調査させることができる。 

８ 第６項の規定により原状回復等を行おうとする者及び前項の
規定により立入検査又は立入調査をする者は、その身分を示す証明書
を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなけ
ればならない。 

60 ㎜

90 ㎜

60 ㎜ 

90 ㎜

                                第    号 
身 分 証 明 書 

           
所 属 
職 名 

         氏 名 
 
 
 
            
 
        

上記の者は、景観法第 17 条第８項
に規定する原状回復等又は立入検査
若しくは立入調査を行う職員である。

鳥取県知事         □印  

  年  月  日 2.5 ㎜

 
（写 真） 

3.0 ㎜ 
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様式第３号（第12条関係） 

鳥取県景観形成条例に基づく届出標識 

行為を実施する区域  

行 為 の 種 類  

面 積  

高 さ  

行 為 の 内 容 

長 さ  

行為の着手予定日 年  月  日 行為の完了予定日 年  月  日 

行為の届出（通知）

日 
年   月   日 

通 知 年 月 日     年  月  日（通知番号：第    号） 

 

様式第４号（第18条関係） 

   （表面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏面） 

 

 

 

 

   （裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥取県景観形成条例（抜粋） 

（措置命令） 

第 23 条 知事は、措置勧告を受けた所有者等が当該措置勧告に従

わないときは、当該所有者等に対し、地域の景観形成及び生活環

境の保全への支障を除去するため必要な限度において、期限を定

めて、支障除去措置を行うよう命ずることができる。 

（立入調査） 

第 25 条 知事は、第 23 条の規定による命令を行うため必要な限度

において、景観支障物件についてその所有者等に対し報告を求

め、又はその職員に当該景観支障物件若しくはその存する土地に

立ち入り、その状況を調査させることができる。 

２ 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明

書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認め

られたものと解釈してはならない。 

60 ㎜

90 ㎜

60 ㎜

90 ㎜

                                第    号 
身 分 証 明 書 

           
所 属 
職 名 

         氏 名 
 
 
 
            
 
        

上記の者は、鳥取県景観形成条例
第 25 条第１項に規定する立入調査
を行う職員である。

鳥取県知事         □印  

  年  月  日 2.5 ㎜

 
（写 真） 

3.0 ㎜ 


	表紙.pdf
	本体①.pdf
	本体②（修正後）.pdf

